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○議事日程〔 第２号 〕 

 令和元年６月19日（水曜日）午前10時０分開議 

※開議宣告 

日程第１    第27号議案から第37号議案まで、第１号

報告から第３号報告まで、及び報第１号

から報第８号まで 

質疑 

委員会付託 

〔ただし、報第１号から報第８号ま

でを除く。〕 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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16 番  大 石 忠 昭 
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８ 番  成 重 博 文 
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市     長    佐々木 敏 夫 

副  市  長       堤     隆 

 

 

市参事兼総務課長       佐 藤 之 則 

市参事兼財政課長       飯 沼 憲 一 

企 画 情 報 課 長      丸山野 幸 政 

地域活力創造課長      川 口 達 也 

税  務  課  長     土 谷 恒 男 

市参事兼市民課長      近 藤 幸 一 

保 険 年 金 課 長   大久保 正 人 

社 会 福 祉 課 長     植 田 克 己 

子育て支援課長       水 江 和 徳 

健 康 推 進 課 長     清 水 栄 二 

人権・同和対策課長     田 染 定 利 

環 境 課 長    後  藤 史  明 

商 工 観 光 課 長   河 野 真 一 

農業ブランド推進課長      黒 木 雄 二 

耕 地 林 業 課 長     早 田 博 昭 

建 設 課 長       永 松 史 年 

上 下 水 道 課 長      早 尻 真 一 

会計管理者兼会計課長    尾 形    稔 

農業委員会事務局長     佐々木 真 治 

選挙管理委員会・監査委員事務局長 

              藤 重 深 雪 

地域総務二課長兼水産・地域産業課長 

大 力 雅 昭 

市参事兼消防長    宗   高 徳 

総務課 課長補佐兼総務法規係長 

    小 野 政 文 

総務課 課長補佐兼秘書係長 

    都 甲 さおり 

教育委員会 

教  育  長    河 野   潔 

教育総務課長兼地域総務一課長 

安 藤 隆 治 

学 校 教 育 課 長   衛 藤 恭 子 

文 化 財 室 長       板 井   浩 

 

○議長（菅 健雄君）  これより、本日の会議を開

きます。 

 市長、佐々木敏夫君。 

○市長（佐々木敏夫君）  開会日に行いました提案

理由説明の内、工業統計速報値の出荷額を誤ってご

報告してしまいました。正しくは、１事業所当たり

の製造品出荷額は約13億7,000万円でございます。 

 お詫びを申し上げ、訂正させていただきます。よ
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ろしくお願いします。 

○議長（菅 健雄君）  日程第１、第27号議案から

第37号議案まで、第１号報告から第３号報告まで及

び報第１号から報第８号までを一括議題といたしま

す。 

 初めに、議員各位にお知らせします。質疑及び質

問に関連して、１番、於久弘治君及び16番、大石忠

昭君から資料要求があり、市長に提出依頼をしたと

ころ、お手元にお配りのとおり提出がありましたの

で、ご了承願います。 

 議案質疑通告表の順序により、16番、大石忠昭君

の発言を許します。 

 16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  日本共産党の大石忠昭でご

ざいます。 

 今回の議会に、市長から補正予算の議案や各種条

例改正議案などが提案されておりますので、市民に

とってどういう予算なのか、どういう事業効果なの

か、あるいは条例改正でどういうように市民に影響

を及ぼすかなどをチェックする、審議するために質

疑をしたいと思います。 

 最初は、一般会計の補正予算について、４点質疑

をいたします。 

 第１点目は、白ネギなど指定作物に対して野菜価

格の差額の供給事業が実施されておりまして、今回、

936万円の市の負担金を追加するための補正予算が提

案されておるんですが、これまで私の覚えている範

囲では200万円から四、五百万円程度済んだと思うん

ですけども、当初予算に300万円計上しておったと思

いますが、1,000万円を超える市の負担金になるんで

すけれども、この理由などについて説明をしてもら

いたいと思います。 

 ２つ目は、森林環境保全整備事業についてであり

ます。 

 今回、県道の小田原から西叡山高山寺の下を通っ

て田染の平野に抜ける林道の本格的な整備をする予

算が提案されております。振り返ってみますと、こ

れは昨年の９月議会で私が現地調査をした結果を紹

介をして、やっぱり大幅な予算を組んで本格的な整

備の必要性を訴え、また、決算委員会でも議論をし

まして、副市長が現場を視察するなどあり、３月議

会に国の補助金を得ての事業をする予算が提案され

ましたけれども、今回、新たに起債も実施できると

いうことから、総額で3,294万円の事業に組みかえる

ことになったわけですけれども、市内には各種の林

道がありますけれども、この落水線の林道について

も、やっぱり現状を見ますと高山寺の駐車場から奥、

田染までについては、ほとんど林道の役割を果たせ

ない状況なんです。 

 佐々木市長も観光振興に力を入れておりますが、

景観では国の国宝といわれる、重要文化財景観とし

て指定を受けているわけで、道路より上の夷岳、あ

そこまで含まれているんですけれども、その中を走

る道路が一切車では通れない、普通通れない状況に

なっているんです。未舗装分、いわゆる小田原から

高山寺までは完全舗装をされておりまして整備され

ているんですけれども、それから先はもう全く、当

初は私もよく登っておりましたけれども、今は全く

通れない状況なので、今回これだけ、3,000万円を超

える事業をやることになりましたけれども、やはり

未舗装路線の部分は、やっぱり将来的に完全舗装を

やるし、やはり枝打ちもやって、あるいは伐採もし

て、林道としての役割を果たせるようにする。そう

すれば観光振興にも役立つと思うんです。 

 それで、今回質問をしたいのは、今回の事業組み

かえ、あるいは事業費の増額によってどれぐらいの

規模の事業が実施できるのか、しようと考えている

のか。それから、着手、あるいは完成の時期などに

ついて、まず説明をしてもらいたいと思います。 

 ３番目、４番目は、外国人との関係なんですけれ

ども、外国人の人材を活用した事業で1,225万円、あ

るいはインバウンド対策で260万円の予算を組まれて

おりますけれども、この事業内容や効果について説

明をしてもらいたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（菅 健雄君）  農業ブランド推進課長、黒

木雄二君。 

○農業ブランド推進課長（黒木雄二君）  第27号議

案に関するご質疑の内、指定園芸品目価格安定対策

事業についてお答えいたします。 

 本事業は、市場価格の著しい下落に対し、時期別

に定められた保証基準額と平均販売額の差の範囲内

で補給交付金が交付されることにより、生産者の経

営に及ぼす影響を緩和し、経営安定を支援する制度

であり、本市では、白ネギ、小ネギ、カボスの３品

目が対象となっております。 

 補給金の原資につきましては、対象事業ごとに決

められた負担割合に応じて資金造成したもので、こ

れを基金として運用されています。 

 お手元の提出資料の２にございますとおり、昨年



６月 19 日 

 - 9 - 

 

度実績で申し上げますと、本市では、事業対象農家

に対し、白ネギで延べ4,007万6,303円、小ネギとカ

ボスで９万6,744円が補給交付金として交付されてい

ます。 

 今回の補正で計上しました936万5,000円につきま

しては、当初予算で計上しておりました200万円に対

し、本年１月以降の白ネギの価格低迷により、想定

以上の基金取り崩しが生じたことと、対象となる大

分県農協の取扱数量が1,515トン拡大したことによる

ものであります。 

 本年度の造成総額は２億2,971万5,000円ほどでご

ざいます。この内本市の負担割合は全体の12分の１

相当で、ほかに、国が２分の１、県が４分の１、農

業団体及び生産者がそれぞれ12分の１となっており、

さきの理由から、本市の負担額が1,136万5,000円と

なったことにより、当初予算額との差額を計上させ

ていただいております。 

 本事業は、経営に対するセーフティネットとして

機能しておりますが、昨年の白ネギの価格低迷の要

因は全国的な気象災害により、夏場の一時的な出荷

量の減少に対し、実需者側が輸入量を増加させたこ

と、その後、暖冬で生育が回復し、需給量が過剰と

なったことに加え、鍋ものなどの消費が伸びず、需

要と供給のバランスが崩れたことによるものです。 

 議員ご質疑にあります野菜価格の安定化につきま

しては、第１に、市場から信頼され、消費者から必

要とされる産地であることが重要であり、そのため、

生産安定、安定出荷ができる産地を目指し、かん水

施設などの生産対策や予冷施設の整備などによる品

質向上対策をこれまでも実施してまいりました。 

 国内外との産地間競争や気象変動等の外的要因に

よる影響を最小限にとどめられるよう、今後も引き

続き生産者、農業団体、県との連携の下、支援を行っ

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  耕地林業課長、早田博昭君。 

○耕地林業課長（早田博昭）  第27号議案の森林環

境保全整備事業についてのご質疑にお答えいたしま

す。 

 この事業は、集落と集落を結ぶ迂回路的な役目を

担う林道の整備を行うものでございます。今回、事

業を行います林道落水線は、小田原と田染平野の陽

平を結ぶ林道であり、県道豊後高田安岐線及び県道

新城山香線の迂回路的存在にあることから、事業期

間を令和２年度までの２カ年とし、昨年度、国へ事

業採択の要望を行いました。 

 今年度につきましては、補正予算の承認をいただ

いたのち、約８キロメートルの調査及び測量を行い、

実際に整備が必要な箇所を抽出した上で、特に路面

が悪い小田原の一部と田染平野側の一部を合わせた

約１キロメートルの区間を３月末完成で実施したい

と考えております。 

 また、来年度につきましては、国及び県へ働きか

け、適正な予算の確保を行い、早期完成を図ってい

きたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  第27号議案へのご

質疑の内、外国人材の活用による明日につながる共

生社会創造事業についてお答えいたします。 

 この事業は、国の外国人材の受け入れ共生のため

の総合的対応策の１つでありまして、地域における

多文化共生の取り組みの促進及び支援、施策に基づ

き、地方創生推進交付金を活用して有能な外国人を

雇用し、インバウンド誘客促進や技能実習生及び特

定技能の輩出先の新たなルート開拓などの業務を行

うとともに、市内在住の外国人との共生社会創造事

業を合わせて実施するものでございます。 

 事業費は総額で1,225万円で、国の交付金が610万1,

000円となっております。内訳としましては、台湾と

ミャンマー出身の外国人を２名雇用するための報酬3

74万4,000円、共済費67万2,000円、旅費20万円、そ

して、外国人の共生社会実現事業補助金763万4,000

円を計上しております。 

 この補助金の内容としましては、市内在住の外国

人向け日本語教室や実習生受け入れ企業向け外国語

教室の開催、生活ガイドブック、避難マップ等の作

成、業務に伴う海外への渡航費、国際交流スペース

の改修費などでございます。 

 これらの事業によりまして、本市により多くのイ

ンバウンド観光客を誘致するとともに、技能実習生

等の新たなルート開拓、そして、外国人居住者の皆

さんが安心して暮らせる環境を整えてまいりたいと

思っております。 

 次に、インバウンド対策事業についてお答えいた

します。 

 この事業につきましては、現在、市内７カ所、富

貴寺、真木大堂、熊野磨崖仏、田染荘、昭和の町、

粟嶋公園、長崎鼻にある４カ国語に対応した音声ガ

イドシステムに、新たに今回３カ所、長安寺、天念
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寺、そして、霊仙寺、実相院及び六所神社を追加す

るための予算を計上するものでございます。 

 事業費の260万円は、事業主体であります国東半島

誘客促進協議会への負担金でございまして、財源の

３分の２に当たる173万3,000円が県のインバウンド

対策補助金となっております。 

 なお、この事業は国東市と連携して実施するもの

でありまして、六郷満山全体へのインバウンド誘客

の促進に寄与するものと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  最初に、野菜の価格安定制

度の問題についてですが、それぞれ、農家も県も国

も市も負担割合が決まっていて負担をするんだとい

うことですが、今回のこの補正は、先程、私、当初

予算300万円と言いましたけれども200万円の間違い

でしたので改めますが、合わせて1,136万円になるん

ですけれども、今度聞きたいのは、この制度に価格

が暴落した、極端に下がった場合に、基準額以下の

ものについてはこの補償ができるわけなんですけれ

ども、この制度を活用できる対象農家がどれだけな

のか。 

 いわゆる白ネギに限ってでいいですから、白ネギ

の中で、生産農家がどれだけあって、この対象農家

が幾らあると。 

 今回、昨年、ネギの暴落によってどれぐらいの戸

数の農家がこの制度を活用することができたのかを

説明してもらえませんか。 

○議長（菅 健雄君）  農業ブランド推進課長、黒

木雄二君。 

○農業ブランド推進課長（黒木雄二君）  生産農家

数につきましては、済みません、今、具体的数字を

持っていませんが、昨年の全体出荷量から見ますと、

豊後高田市の総出荷量の３割の数量がこの制度の対

象となっております。 

 先程、今回ふえた要因としましては数量がふえた

ということで、豊後高田市の約半分に当たる数量が

今回交付予約をしておりまして、一時金の対象にな

るという状況になっております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  私も、この制度が当初、県

でつくった段階の時にはよくここで議論をしたもの

なんですけれども、対象農家も12分の１の負担があ

るわけですかね。そのために加入していない農家も

あると思うんです。 

 だから、私は、今の実際に価格が下がって補償金

をもらった農家が幾らかということを今聞いたんだ

けど、同時にもう１つ聞いたのは、ネギの生産農家

が幾らあって、その内に、この制度の加入している

農家が、1,136万円の負担金を出している農家がどれ

だけあるのか。それが３分の１ということですか、

半分ということですか。もう３回目の質問になるの

で。 

 それで、やはりそれぞれ、国も県も市も受益者も

負担をしあってお互いに助け合う制度になっておる

んですけど、豊後高田の場合は、何といっても白ネ

ギは日本一といわれるぐらい指定の作物になって全

国でも有名になっておるんですけれども、やっぱり

基本は価格を安定化させるということは一番の基本

なんです。そうすると、それぞれの負担も軽く済む。

市の負担も軽い、農家の負担も軽くて済むわけです。 

 だから、今後、先程も答弁がありましたけれども、

今後もより一層、この白ネギの価格安定対策に取り

組んでもらいたいと思いますが、今まで以上にこう

いうことをやるということがあったら、もう１回、

述べてもらえませんか。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  農業ブランド推進課長、黒

木雄二君。 

○農業ブランド推進課長（黒木雄二君）  農家数に

つきましては、またあとで数字のほうはお示しをし

たいと思いますけれども、やはり議員ご指摘のとお

り、販売については、計画出荷等に結び付くように

というところは一番重要でございますから、生産出

荷団体である農協等と充分な話をしながら、計画出

荷に結び付くよう取り組みを今後も実施をしてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  次にいきます。小田原から

田染までの林道についてです。 

 いま、課長から２年度事業で計画をして、１年目

の予算がこれだということで、その事業内容は、高

山寺の下のところから平野まで約８キロあるが、そ

の中で、今回は現地調査、測量をして、約１キロの

路面を舗装しようという趣旨の説明があったと思う

んです。それでも、今までに比べたら大きな前進な

んです。 

 それで、国のほうからも補助事業が始まったわけ
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で、それぞれの市町村も国に要求して予算のぶんど

り合戦が行われているんですけれども、２年度事業

でやろうということなんだけども、私はこの際、森

林環境保全贈与事業税の補助金を有効活用して、あ

の道路は市内の林道の中でも活用効果のある道路で

あろうと思うんです。それで、完全舗装をやるよう

に、２年だけではなくて、３年、４年かかっても、

国の補助金を獲得する、あるいは起債を使ってやっ

てもらいたいと思いますが、市長、その辺、今後に

ついてはどう考えますか。 

○議長（菅 健雄君）  しばらく休憩いたします。 

午前10時24分 休憩 

午前10時25分 再開 

○議長（菅 健雄君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 耕地林業課長、早田博昭君。 

○耕地林業課長（早田博昭）  それでは、大石議員

の再質疑にお答えいたします。 

 この事業の全延長は11.8キロメートルあります。

その内、未改良区間８キロメートルの内、実際に舗

装が終わっているところ、または、平坦で路面が痛

んでいないところについて、今現在、約３キロメー

トルと把握しております。それを、ことしと来年度

で、２カ年で整備する予定にしております。 

 この事業につきましては、局部改良ということに

なりますので、路面等が悪くないところは対象外と

いうことで、特にひどいところについて、整備を行

うように計画しております。 

 また、森林環境贈与税につきましては、この事業

とは全く違うもんですから、その事業を活用するこ

とはできません。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  それでは、時間の関係もあ

りますので、その国の補助対象事業がどれだけのも

のかというのは私も承知しておりますので、その範

囲ギリギリで整備で努力をしてもらおうということ

で、また、今後についても、他の路線についてももっ

と広いところもありますので、活用できるものにつ

いては活用の検討もしてもらって、有効活用をして

もらいたいと思います。そのことを要望しておきま

す。 

 次に、３と４の問題なんですけれども、今回、合

わせて1,500万円ぐらいの外国人観光客向けの事業を

実施するわけなんですけど、また、ワールドカップ

の問題もありまして、オリンピックもありますから、

大いに世界中から豊後高田、国東半島に外国人が観

光に訪れることを期待しておりますけど。 

 最初のこの有能な外国人を２人雇って云々という

問題なんですけれども、その関係で1,225万円なんで

すけれども、これはいつからいつまでの事業なんで

すか。 

 それから、ことばとしては、何か施設の整備の補

助金というのもあると思うんですけれども、施設的

なものについてじゃなくて、先程、詳しい説明があ

りましたけど、何かこの人たちは、実際はどこに勤

務して、働くことになるんでしょうか。 

 それから、あわせて４番のところもいきますが、

今回、また５カ国語のガイドのシステムを７箇所、

今あるけども、あと３箇所ふやすということなんで

すけれども、これまで７箇所の設置において、外国

人の観光客から何か喜ばれているという例などがあ

りましたらちょっと、ひとつ紹介してもらえんでしょ

うか。 

○議長（菅 健雄君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  それでは、まず、

外国人材の活用による明日につながる共生社会創造

事業についての再質疑にお答えいたしたいと思いま

す。 

 まず、この事業をいつまでやるのかということで

すが、今回、補正で上げております事業につきまし

ては、年度内を予定しておりまして、まだ国の計画

のほうにつきましては、２カ年、来年度もまた予算

を組んで実施する予定でございます。 

 施設的には、施設の整備費としましては、交流ス

ペースに対する助成を行う予定でございます。 

 それと、どこに勤務ですが、ミャンマー人の方に

つきましては、先程、答弁申し上げましたように、

技能実習生とか、新たなルート開拓とかもあります

んで、基本的には、昨年度、市と会議所と企業が連

携して設置しました組合の事務所がメインになろう

かと思っております。 

 また、インバウンドの台湾の方につきましては、

メインが観光誘客事業でございますので、今の予定

としましては、まちづくり株式会社の事務所がメイ

ンの職場になろうかというふうに思っております。 

 それと、７カ所に設置しました多言語音声ガイド

システムについて何か意見があったかということで

すが、具体的に何がよかったという話はまだ伺って

おりませんので、今後、ラグビーワールドカップと
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合わせまして、非常に欧米の方は歴史文化に興味が

あるということですので、今後の活用増を期待して

おります。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  時間がありませんので、次

にいきます。 

 次は、第28号議案についてですが、下水の終末処

理場の管理運営などに対する今後５年間の委託料が、

27号と28号、同じ問題ですので一緒に質疑しますけ

れども、合わせて１億2,532万円の委託料が提案され

ているんですけれども、これが適正であるかどうか

ということで、実は、佐々木市長にかわりましてか

ら、草地にあります市のごみ処理場の補修費につい

て、永松市長時代は平均して年に6,500万円の補修費

を組んでおったけれども、佐々木市長にかわったら、

問題を問題視しまして、最終的には業者との議論も

して、6,500万円が1,000万円で済むことになったと

いうことで、これは市民もあっと驚いた問題の１つ

なんですけれども。 

 あるいは、広域ごみ処理施設についても、これま

で、永松市長時代で計画したものと違って、佐々木

市長になったらもう少し規模を縮小しようと、ある

いは、こういうやり方を変えて住民の負担を軽くし

ようということで頑張っておられます。そのことを

私も評価しております。 

 よって、この終末処理場についても、旧高田、真

玉、香々地とそれぞれあるんですけれども、合わせ

て１億2,532万円という金額が適正であるかどうかと

いう点について、私たちはその根拠がわからないん

です。市長も、この辺について、目くじらを立てて

検討して、これが適正となったのか、今までの５年

間に比べて少しは安くなったのかどうなのか、その

辺をちょっとお尋ねしたいんです。 

 なるべく業者言いなりではなくて、やっぱり根拠

を示して、適正な単価で契約をしてもらいたいと思

いますので質疑をいたします。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  上下水道課長、早尻真一君。 

○上下水道課長（早尻真一君）  それではお答えを

します。 

 第28号議案及び第29号議案の債務負担行為は、豊

後高田処理区、真玉処理区及び香々地処理区の終末

処理場運転管理業務等を一括し、５年間、継続して

委託するための予算措置です。 

 この委託費の積算に当たっては、全国の下水道事

業実施団体で構成する公益社団法人日本下水道協会

が発行した下水道施設維持管理積算要領に基づき、

５年間の設計額を算出した上で、前回の委託契約に

よる落札率を考慮し、調整した額をもとに算出をし

ております。 

 委託契約の時期についてですが、本議案議決後の

７月以降を予定をしておりますが、来年度以降に必

要となる債務負担行為の予算額として、第28号議案

の公共下水道事業特別会計に豊後高田処理区の分を、

第29号議案の特定環境保全公共下水道事業特別会計

に真玉処理区及び香々地処理区の分をそれぞれ計上

をしております。 

 なお、前回の契約では、この平均の請求額に対し

て70％を下回っており、今回の契約につきましても、

前回の落札の水準で契約をできれば、５年間のトー

タルで8,000万円程度の経費削減が可能ではないかと

考えておりますので、今回も、その方向で契約でき

るよう努力してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  28号、29号議案なんですけ

ど、前回の契約に比べてみて、今回の予算で提案さ

れております１億2,000万円幾ら、これが市長自身が

チェックをして適正という判断に立ったのかどうか

をもう１回聞きます。 

○議長（菅 健雄君）  しばらく休憩いたします。 

午前10時37分 休憩 

午前10時37分 再開 

○議長（菅 健雄君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 上下水道課長、早尻真一君。 

○上下水道課長（早尻真一君）  今回の予算の見積

もり、計上に当たりましては、事前に市長と協議を

いたしまして、その了解を得ております。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  当然、市長の決裁があって

提案したものということはわかりますけど、やっぱ

りこういうものについても、もう少し今後はチェッ

クをしてもらって、市民の負担が軽くなればなるほ

ど市民にとっては得なんですから、努力を促してお

きたいと思います。 

 時間がありませんので、次にいきます。 

 次は31号議案で、消費税率の引き上げに伴う形で

先取りをするというか、10月からの増税を見込んで、



６月 19 日 

 - 13 - 

 

市の条例、この分では17件の条例改定案が出ておる

んですけれども、今回の条例改定に伴う市民の負担

増の影響をどう考えているか説明を求めます。 

 それからもう一つは、条例を精査してみますと、

それぞれ据え置きをするもの、それから、上げ幅が、

リスクが違うわけなんですけれども、そういう点に

ついて、今回のこの条例改定の根拠について示して

もらいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  市参事兼財政課長、飯沼憲

一君。 

○市参事兼財政課長（飯沼憲一君）  第31号議案に

ついてお答えをいたします。 

 今回の条例改正による影響額についてでございま

すが、資料にお示ししているものの内、本議案では

延べ17の条例改正がございます。これらの使用料等

の改定による本年10月から来年３月までの６カ月間

における影響額は357万8,000円を見込んでおります。 

 この第31号議案に係る条例改正の考え方でござい

ますが、国からの通知等を踏まえまして、消費税の

円滑かつ適正な転嫁をすることを基本に、外税の規

定としているものにつきましては、条文中の税率を

新税率の100分の110に変更しております。 

 また、総額表示しているものにつきましては、平

成26年に税率が５％から８％となった際、10円未満

の端数切り捨てにより据え置いたものがあった経緯

を踏まえまして、今回は税率が５％であったときの

料金を一旦1.05で割り戻して、新しい税率である1.

1を乗じて得た額から、やはり10円未満の端数を切り

捨てるという方法を基本としております。 

 したがいまして、税率８％への改定の際に据え置

いた、例えば300円の料金のものでも、今回の改正で

は改定の対象としているところでございます。 

 なお、消費税を国に納付しないものであっても、

さきに申し上げました国からの通知等を踏まえ、同

様の計算方法により、消費税改定分を反映させてい

ただくことといたしております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  この17の条例改定によって、

ケーブルテレビ、上下水道の市民の手数料が引き上

げられるという額が、半年間で約357万円になるんで

す。 

 実はまだ、国のほうは10月から実施ということや

けども、まだまだ自民党の内部でも実施すべきじゃ

ないと。７月４日から参議院選挙もありますけれど

も、野党５党も共同して、消費税に対する考え方は

各党まちまちなんですけれども、今のところ、安倍

政権の下で10月からの消費税10％の増税は中止させ

るということで政策的には一致をして、参議院選挙

で勝利をして中止に追い込んでいこうという作戦で

やっています。 

 最近の世論調査を見ても、60％の国民が消費税10

月からの増税を中止しろという声なんです。景気が

悪化しているというのは政府も認めざるを得ない状

況になっているんです。 

 だから、普通だったら10月から実施するとなった

ら、もうまとめ買いをするわけなんだけど、そうい

う状況は今ないでしょう。だから、まだまだやっぱ

りやりようによってはあきらめるんじゃなくて、10％

増税中止が可能なんです。 

 市長は市民の暮らしを守るために、その立場になっ

て、やっぱり市民を代弁して、安部政権に対して10％

増税を中止しろという働きかけをすべきだと思うん

です。なのに、先取りをして、まだ決まっていない

のに10月からは高田では公共料金を改定して上げる

んだというのは問題だと思いますので、私はこの議

案の取り下げを求めますが、市長の考え方はどうで

しょうか。 

○議長（菅 健雄君）  市参事兼財政課長、飯沼憲

一君。 

○市参事兼財政課長（飯沼憲一君）  お答えをいた

します。 

 まず、消費税廃止の働きかけは、これまで全国市

長会で、うちとしても社会保障の安定財源を確保す

る観点から、引き上げについては、むしろ反対と、

お願いしたいというようなスタンスで臨んできてお

ります。 

 10月からなのに先取りでどうかということであり

ますけども、現段階では、10月１日に消費税の引き

上げがされるということが今の段階では決まってお

りますので、周知期間を考えまして、９月のギリギ

リではなくて、６月議会、ちょっと前に処理機関を

考えまして提案させていただいたところでございま

す。 

 将来、政局によってどうなるか分からないという

ことでありますけれども、そういった場合には、そ

の時にまた、そういった事態が起きればその際に考

えなければならないというふうには思っております

が、将来の仮定の話については、現段階では答弁は
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差し控えたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  時間が足らなくて、あと２

つの議案のあとに市長に答弁を求めたいと思うんで

すけども。 

 あとは、市の花いろ温泉の料金引き上げの問題に

ついてですが、大人が300円を400円にするというこ

とは33％の引き上げ、高齢者が200円を300円という

のは50％の引き上げです。子どもについても33％の

引き上げなんです。消費税と比べてみて、これは便

乗値上げではないかという市民の批判はあります。 

 調べてみましたら、宇佐の場合は５か所、市の温

泉があるんですけれども、高齢者については、それ

ぞれ100円なんです。全ての温泉が100円です。それ

から、その内大人については250円なんです。しかし、

今度の６月議会の条例改定では、宇佐市については、

温泉の料金改定をやらないということで、高齢者は1

00円のまま。ところが、豊後高田は300円に突然年度

途中から上げるという、これは消費税引き上げに伴

う便乗値上げでしょう。これは問題だと思うんです

けれども、上げることによって、利用者が減ること

になるんじゃないかと。 

 健康交流センターとして、やっぱり高齢者の皆さ

んにも広く利用してもらおうということでつくった

施設で、永松市長時代には据え置きのままきたんで

す。佐々木市長になって年度途中で改定するという

のは、便乗値上げでおかしいんじゃないかと、市民

の批判がものすごくあります。 

 これについても撤回を求めたいと思うんですが、

なぜ、今回、こういう形での引き上げになったのか。

撤回すべきだと思いますが、見解を求めます。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  子育て支援課長、水江和徳

君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、第35

号議案、豊後高田市健康交流センター、花いろ条例

の一部改正についての質疑にお答えをいたします。 

 今回の条例改正によりまして、提出資料にありま

すように、10月以降の６カ月間の試算で484万5,000

円の影響額を見込んでおります。その内、消費増税

分を除いたものにつきましては433万3,000円となっ

ております。 

 平成26年の消費増税の際におきましては、単価当

たりの影響額が10円未満の利用料金につきましては、

施設運営のさらなる効率化等に努めるということで

料金改定を行わなかったという経過がありました。 

 一方では、施設の経年劣化によりまして、補修箇

所の増加とともに、近年、原油価格の高止まりの状

況が続いております。ボイラー用の灯油につきまし

ても例外ではなく、平成30年度の決算では、燃料費

が1,420万4,916円、前年度対比で約12％の増、また、

平成28年度対比では約50％の増となっておりまして、

施設運営の大きな負担となっている状況でございま

す。 

 このようなことから、近傍の同種の温泉施設の利

用料金も考慮しつつ、３か所の市営温泉施設の利用

料金の統一を図りながら、健全な施設運営に資する

ため、改定をお願いするものでございます。 

 しかしながら、温泉を楽しみに足しげく通ってい

ただいている方々も多くいらっしゃいますので、市

民の健康、福祉の増進の観点から、回数券につきま

しては据え置きとさせていただいたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  もう１点、第36号議案で、

夷谷温泉については、中でも子どもについて100円が

200円という２倍の引き上げになっておるんです。 

 私は、第31号、第35号、第36号について、それぞ

れ消費税増税に見合う先取りの公共料金の値上げ、

温泉料金については33％から２倍の値上げまである

わけなんで、市民は同意できないと思いますんで撤

回を求めたいと思いますが、市長の見解はどうでしょ

うか。 

 それからもう一つは、第31号の中にある障がい者

の問題なんですけど、障がい者についても私が議会

で問題にしまして、あの永松市長でさえもこれを認

めて、障がい者の利用料金を300円から200円に引き

下げたんです。 

 今回、条例整備をするので、やっぱりその辺は、

確認をしておきますので、障がい者についても200

円でいけるということでよいのかどうか。 

 それからもう一つ、料金改定というならば、スパ

ランド真玉では、年間を通じて５万円で利用できる

特別券を発行して評判になっていますけれども、花

いろでもそういう制度を設けたらどうかという声が

ありますが、検討する考えがないのか。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  子育て支援課長、水江和徳
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君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  それでは、第35

号議案についての再質疑にお答えいたします。 

 条例につきまして撤回をということでございます

けれども、先程の財政課長の答弁のとおりでござい

ます。 

 次に、障がいのある方の関係につきましてですが、

障がいのある方の利用料金につきましては、その取

扱いについて、平成26年６月、第２回の定例会の質

疑を踏まえまして、同年の７月１日以降、障がい者

手帳の提示をいただいた市内の方につきまして、利

用料金を減額して、高齢者と同額の200円とさせてい

ただいております。 

 利用料金につきましては、減免につきましては、

この条例と施行規則、そして、指定管理者との基本

協定におきまして、取り扱われることとなりますの

でご了承いただきたいというふうに思っております。 

 そして、特別券の関係でございますけれども、現

在のところ、考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  もう１回市長にお尋ねしま

すが、今のこの３つの議案、消費税関連の公共料金

の改定について撤回をしてもらいたいと思いますが、

その意思はありませんか。市長の見解を求めます。

市長じゃないと答えられないんじゃないんですか。 

○議長（菅 健雄君）  子育て支援課長、水江和徳

君。 

○子育て支援課長（水江和徳君）  再々質疑につい

てお答えをいたします。 

 先程、第31号議案について財政課長から答弁があ

りましたとおりでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  もう１回、発言できるかな。 

○議長（菅 健雄君）  今の件では、もう３回終わ

りました。 

○16番（大石忠昭君）  だから、市長はその意思が

ないと。 

 時間がないので次にいきますけど、この消費税と

いうのは市長の裁量できるんですよね。市民から取

り上げても、温泉料にしても、あるいは公民館や学

校の教室の利用料などについても、幾ら市民からとっ

ても国に上納をする必要はないということなんです

よね。 

 だから、宇佐などは上げないというのに高田は上

げるというのはおかしいということを指摘しておき

ます。 

 改めて、まだ10月までありますから、検討しても

らいたいと思います。 

 次は、第37号の市営駐車場も300円から400円に引

き上がるんですけども、この点で、市民の影響、負

担がないと見ていいのか。ほとんど今、駐車場とい

うのは市外の方が使っているということなのかどう

か。その辺を分析されとったら答弁ください。 

○議長（菅 健雄君）  商工観光課長、河野真一君。 

○商工観光課長（河野真一君）  第37号議案、豊後

高田市営駐車場条例の一部改正についてのご質疑に

お答えいたします。 

 まず初めに、有料の市営駐車場であります中央商

店街駐車場及び昭和の町バス駐車場の目的について

申し上げたいと思います。（○16番（大石忠昭君） 

 それはいらん。時間がないんじゃ。市民が使ってい

る影響はどうですか。それに答えてください。時間

がないから。）市民が使っている影響についてでご

ざいますが、今回、改定と合わせまして、今現在、3

0分間無料という時間を設定しておりますが、それを

10分間延長しまして、40分無料ということにします。

普通車の分だけですが。 

 これによりまして、逆に市民の方は利便性が高ま

るのではないか。商店街で買い物をする際に、30分

ではなかなか時間が気になって買い物をしづらいの

が、40分あれば、充分商店街での買い物ができるの

ではないかということを思いますので、この改定に

に伴います市民への影響については少ないのではな

いかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  あと７分ありますので、２

つやりますから。簡単に答弁してもらいたいと思う

んです。 

 ８番目は、第３号報告、国保税の条例改定の専決

処分についてなんですが、これは今回、医療費分を5

8万円を61万円に引き上げるということは、合わせて、

今度は最高の限度額の方は96万円になるわけです。

年間96万円の税金を納めるということになるんです

けども、所得、どういう方かと言いましたら、今度

の改正では460万円ほど超えればこれだけ、最高限度

額になるということですかね。正確には、４人世帯

で490万円以上の方は96万円になる。 
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 条例改定は、もう一つ、２割軽減、５割軽減の対

象世帯を、少し枠を広げる改定であって、この分の

話なんですけど、最高限度額については490万円で約

96万円の国保税というのは、ほかの健康保険制度に

比べて約倍なんです。だから私たちは問題にしてい

るんですけれども。時間がありませんので、もう一

つありますので、答弁は、これで実際に今回影響を

受ける方が何世帯おるという判断なのか。金額でど

れぐらいなのかと、これだけ答えてください。いい

ですか。１回目、これだけですよ。何世帯、金額で

どれぐらいか。 

○議長（菅 健雄君）  保険年金課長、大久保正人

君。 

○保険年金課長（大久保正人君）  それでは、第３

号報告のご質疑にお答えいたします。 

 今回の国保税課税限度額の改正につきましては、

基礎課税額である医療分を58万円から61万円に改正

しています。この改正による影響世帯については、9

2世帯で影響額は266万6,123円、改正前の58万円と改

正後の61万円の範囲内で課税される影響額は６世帯

で８万6,123円を見込んでおります。 

 次に、低所得者の方の軽減措置に係る……。（○1

6番（大石忠昭君）  もう、それだけでいいです。） 

いいですか。以上です。 

○議長（菅 健雄君）  16番、大石忠昭君。 

○16番（大石忠昭君）  この問題も、あすの一般質

問で、国保税の構造的な問題点を問題にして、国に

向けて改善を求めていってもらいたいと思うんです

けれども、時間がありませんので、きょうはこれだ

けにしておきます。 

 次は、最後は、報第８号、職員の公務中の交通事

故の問題なんです。 

 ３カ月に１回、定例議会がありますけれども、ほ

とんど毎回のようにというぐらいこの種の事故が起

こっているんですけれども、今回の場合も、スーパー

の駐車場における職員が軽トラをバッグで進めてい

るときに、むしろ通行中の方と接触をして、双方が

傷害を受けたということなんですけど、事故があっ

たということなんですけど、やっぱり私を含めてで

すけれども、あるいは毎日のように新聞、テレビで

賑わしているように、高齢者の運転でアクセルとブ

レーキの関係など、いろいろ大きな問題になってお

るんですけれども、何とか私たち市議会議員も職員

も市民の見本にあるように、飲酒運転は絶対だめだ、

こういう事故もないように、お互いに気をつけた日

常生活、あるいは業務に携わらないといかないと思

うんです。 

 今回、こういう事故がなぜ起こるという分析をさ

れているのか。今後、こういう事故を起こさないた

めにどうするかということがあったら市民の前で明

らかにしてもらいたいと思います。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君）  市参事兼総務課長、佐藤之

則君。 

○市参事兼総務課長（佐藤之則君）  報第８号に係

るご質疑にお答えいたします。 

 公用車の事故につきましては、今回もご報告する

事態となりまして大変申し訳なく思っております。 

 今回の事故につきましては、先程、議員からもご

指摘があったように、職員が作業用品店の駐車場で

車をバックさせたところ、駐車場内を直進してきた

相手方車両と接触して双方の車両が損傷、相手の方

にけがも負わせてしまったものでありまして、市と

いたしましても、事態を重く受けとめているところ

でございます。 

 相手の方、そして、市民の皆様に対しまして、心

よりおわび申し上げます。 

 今回の事故につきましては、ちょっとした不注意、

議員も言われましたけれども、駐車場内でバックを

したということの中で不注意があったのではないか

というふうに思っておりますし、我々もそれに対す

る対応策として、過去にもいろいろ取り組んできて

おりますけど、引き続き取り組んでまいりたいと思

います。 

 具体的には、課長会議において毎月行っておりま

すが、全職員に周知をしっかりしていくことと、こ

の発生状況を各所属長から説明を受けて、全職員が

情報を共有させて、こういうときも危ないんだとい

うようなことを周知徹底をさせていただいていると

ころでございます。 

 それから、あとは全公用車に注意喚起のステッカー

を張って、注意喚起を促しているということ、それ

から、交通安全の夕刻指導に立って、交通安全運動

にも取り組んで、それぞれ各自が自覚を持ってして

いるということ等、そのほか交通安全研修にも取り

組んでいるとなっております。 

 先程も言いましたけれども、今回の事故につきま

しては、少しご報告の間があきましたので、私ども

としても少しホッとしていた矢先でございますけれ

ども、原因となるちょっとした気の緩み、確認不足、
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そういったことで交通事故を引き起こすことがない

ように、今後ともさらに注意喚起を行って安全運転

を徹底していきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○16番（大石忠昭君）  時間となりましたので終わ

ります。 

○議長（菅 健雄君）  これにて質疑を終結いたし

ます。 

 ただいま議題となっております第27号議案から第3

7号議案まで及び第１号報告から第３号報告までにつ

いては、お手元に配付いたしました議案付託表のと

おり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 次の本会議は、あす午前10時に再開し、一般質問

を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前11時５分 散会 
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